
畿第第呈07号

三朝野技能労務職責の給尊の種類及び基準に関する条例の-帝改正について

次のとおり三朝町技能労務職農の給与の種類及び基準に関する条例め-部を改正す

ることについて､地方自治法(昭和22年法律第67号)那6姦策i項の規定により､本

集金の裁決を求める｡

平成7年12月20日

三,朝町長　安　田　真　一　郎

平　成7牢12月22Ej原審可決

三朝野鼠金談敦毎村武韓鼻

@

三朝町条例第　　号

三朝町技能労務覗農の給与の種類及び基準に関する条例の-部を改正する条例

三朝町技能労務敬鼻の給与の穫類及び基準に関する条例(昭和45年三朝町条例第6

管)め-帝を次のように改正する｡

第4条の2申r次に掲げる磯部こ｣をr次の各号のいずれかに核当する散見に対し

て｣に改め､同条に次の1号を加える｡

(3)第5条の2第1項又は第2項の規定により単身赴任手当を支給される職責で､

･配鼎者が居住するための住宅(町長が指定するものを除く｡ )を借り受抄､家窯

を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると謎められるものと

して町長が定めるもの

附　則

この条例は､平成8年1月1日から施行する｡


